
重要な施策や制度、
旬のイベントなどを紹介します。

☎町役場 0467（74）1111

　
次
の
よ
う
な
金
融
犯
罪
に
よ
る
詐
欺
被
害
が
多

発
し
て
い
ま
す
。
不
審
に
思
っ
た
ら
、
一
人
で
行

動
せ
ず
に
、
警
察
か
町
消
費
生
活
相
談
、
財
務
省

横
浜
財
務
事
務
所
理
財
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

<

投
資
詐
欺（
悪
質
な
業
者
に
よ
る
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
）>

「
必
ず
も
う
か
り
ま
す
」に
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▼
電
話
勧
誘
な
ど
に
す
ぐ
に
応
じ
な
い

▼
も
う
け
話
を
安
易
に
信
じ
な
い

▼
よ
く
分
か
ら
な
い
商
品
に
は
手
を
出
さ
な
い

<

電
子
マ
ネ
ー
詐
欺（
電
子
マ
ネ
ー
を
悪
用
し
た
手
口
）>

「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を
買
っ
て
き
て
」は
詐
欺
。

▼
身
に
覚
え
の
な
い
請
求
は
無
視
す
る

▼
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
番
号
は
他
人
に
教
え
な
い

▼
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら
、
カ
ー
ド
の
発
行
会

社
に
連
絡
す
る

概
要　
町
自
殺
対
策
計
画
推
進
協
議
会
は
自
殺

対
策
に
お
け
る
計
画
の
策
定
お
よ
び
推
進
に
つ

い
て
検
討
す
る
機
関
で
す
。

任
期　
令
和
3
年
３
月
31
日
ま
で

人
数　
１
人

年
間
開
催
回
数　
２
～
４
回

報
酬
・
謝
礼
等　
記
念
品

｢
私
の
考
え｣

テ
ー
マ　
誰
も
自
殺
に
追
い
込
ま

れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
に
は
何
が

必
要
で
す
か

応
募
資
格　
任
期
開
始
日
時
点
で
次
の
す
べ
て

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

▼
町
に
在
住
か
在
勤
ま
た
は
在
学
の
満
18
歳
以

上
で
あ
る
こ
と

▼
町
の
ほ
か
の
審
議
会
等
の
委
員
で
な
い
こ
と

　

本
年
5
月
1
日
に
元
号
が「
令
和
」と
な
り
、

同
日
以
降
、
町
が
作
成
す
る
文
書
で
は「
令
和
」

を
使
う
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
一
部
の
文
書
で

「
平
成
」の
表
記
が
残
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
主

に
電
算
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
作
成
す
る
文
書

で
、「
平
成
31
年
度
○
○
税
」な
ど
、
年
度
の
表

記
で
平
成
が
残
り
ま
す
。

　

法
律
上
、「
平
成
」の
ま
ま
で
も
文
書
と
し

て
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、「
平
成
31
年
度
」と
表
記
さ
れ
て
い
る

部
分
は
、「
令
和
元
年
度
」と
読
み
替
え
て
い

た
だ
く
よ
う
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

改
元
に
伴
い
町
か
ら
の
文
書
の
表
記
が

変
わ
り
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　
☎
内
線
２
４
１

行
政
総
務
担
当　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
７
４
）９
１
４
１

<

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
手
交
型
詐
欺（
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
を
預
か
り
、
暗
証
番
号
を
聞
き
出
し

て
現
金
を
引
き
出
す
手
口
）>

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
取
り
に
行
き
ま
す
」は
偽
物
。

▼
他
人
に
暗
証
番
号
を
教
え
な
い

▼
他
人
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
渡
さ
な
い

▼
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、
す
ぐ
に

警
察
へ
通
報
す
る

■
問
い
合
わ
せ
先

町
消
費
生
活
相
談　
☎
内
線
２
５
５

（
祝
日
を
除
く
月
・
木
曜
日
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時
、
受
け
付
け
は
午
後
3
時

ま
で
）

財
務
省
横
浜
財
務
事
務
所
理
財
課

☎
０
４
５（
２
８
５
）０
９
８
１

▼
町
の
行
政
機
関
の
職
員
ま
た
は
町
議
会
議
員
で
な
い
こ
と

▼
同
一
の
審
議
会
等
の
公
募
委
員
を
２
期
続
け

て
務
め
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
職
を
退
い
て
か

ら
２
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と

申
し
込
み　
５
月
30
日（
木
）ま
で
に
町
民
窓
口
課
、

各
公
民
館
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
あ
る
所
定
の

申
込
書
と
、
任
意
の
様
式
で
４
０
０
字
程
度
に
ま
と

め
た｢

私
の
考
え｣

を
同
課
へ
郵
送
か
直
接
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）で

選
考
方
法　

選
考
委
員
会
で
申
込
書
お
よ
び

｢

私
の
考
え｣

に
よ
り
選
考
を
行
い
、
結
果
は
文

書
で
通
知
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

町
民
窓
口
課　
☎
内
線
２
５
３

町
民
相
談
担
当　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
７
４
）２
８
３
３

金
融
犯
罪
に
よ
る
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

自
殺
対
策
計
画
推
進
協
議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
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相
談
内
容
等
は
左
記
の
一
覧
の
と
お
り
で

す
。
場
所
は
す
べ
て
町
役
場
２
階
の
町
民
相
談

室
で
行
っ
て
い
ま
す
。

≪
注
意
事
項
≫

▼
い
ず
れ
も
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

▼
予
約
制
の
相
談
は
１
人
30
分
間
で
す

▼
予
約
は
窓
口
か
電
話
で
随
時
、
先
着
順
に
受
け

付
け
ま
す

▼
同
じ
内
容
の
相
談
は
原
則
１
回
で
す

▼
相
談
日
時
は
祝
日
等
に
よ
り
変
更
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
巻
末
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で

ご
確
認
く
だ
さ
い

｢
協
働｣

っ
て
な
ん
だ
ろ
う

　

町
民
と
町
が
、
対
等
な
立
場
で
お
互
い
の
立

場
や
考
え
方
を
認
め
合
い
な
が
ら
、｢

良
い
と
こ

ろ｣

を
生
か
し
て
、
共
通
の
課
題
解
決
や
改
善
を

図
る
手
法
の
一
つ
で
す
。

｢

協
働
す
る
ま
ち
づ
く
り｣
と
は

　
町
自
治
基
本
条
例
の
基
本
理
念
で
す
。
町
民

と
町
が
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
を
果
た
し
な
が
ら
、

相
互
に
補
完
し
、
協
力
し
合
っ
て
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
こ
と
で
す
。

｢

町
民
と
町｣

と
は

　

町
内
に
住
ん
で
い
た
り
、
働
い
て
い
た
り
、

学
ん
で
い
た
り
す
る
人
の
ほ
か
、
町
内
で
活
動

す
る
企
業
、
民
間
非
営
利
団
体
、
そ
の
他
の
団

体
も｢

町
民｣

で
す
。

　
協
働
と
は
町
民
と
町
が
取
り
組
む
も
の
で
す

が
、
協
働
す
る
組
み
合
わ
せ
は
、｢

町
民
活
動

団
体
と
企
業｣

や｢

町
民
活
動
団
体
と
町｣｢

企

業
と
町｣｢

個
人
と
個
人｣

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

｢

協
働
の
ま
ち
づ
く
り｣

の
例

青
色
回
転
灯
装
着
車
両
に
よ
る
防
犯
安
全

パ
ト
ロ
ー
ル
事
業

　
小
谷
地
域
防
犯
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
が
犯
罪
や
事

故
等
の
未
然
防
止
、
防
犯
意
識
や
交
通
安
全
意
識
の

向
上
、
地
域
の
安
全
・
安
心
を
図
る
た
め
に
、
青
色

回
転
灯
を
装
着
し
た
車
両
で
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
町
は
平
成
27
年
度
か
ら
３

年
間
補
助
金
を
交
付
し
、
活
動
協
力
者
募
集
の
広
報
、

警
察
等
関
係
機
関
と
の
調
整
、
不
審
者
情
報
の
提
供

等
を
行
い
、
パ
ト
ロ
ー
ル
に
協
力
し
ま
し
た
。

相談名 相談員 相談日時 相談できる内容

消費生活
相談

消費生活
相談員

毎週月・木曜日　午前10時～正
午、午後1時～4時（午後3時まで
受け付け）
※茅ケ崎市でも相談が可能
毎週月～金曜日　午前9時30分～
午後4時

架空請求や不当請
求、多重債務、イン
ターネットや契約に
関するトラブルなど

法律相談
（予約制） 弁護士 毎月第1、2、3水曜日　午前10時

30分～正午、午後1時～3時30分

相続、遺言、離婚、
金銭貸借、労働問題
等、日常生活におけ
る法律的な問題

司法書士
相談

（予約制）
司法書士

毎月第2金曜日　午後1時～4時
※茅ケ崎市でも相談が可能
毎月第2火曜日（時間同じ。予約
は茅ケ崎市に直接）

相続、贈与、売買
などによる登記手
続 き、 成 年 後 見、
遺言書の作成など

行政書士
相談

（予約制）
行政書士 毎月第3金曜日　午後1時～4時

官公庁に提出する書
類や遺産分割協議書
などの書類作成に関
するもの

人権相談 人権擁護委員
（法務大臣委嘱）

原則毎月第2、4火曜日　午後1時
～4時（午後3時まで受け付け）

夫婦や親子間などの
家庭問題、近所との
もめごと、いじめや
体罰など

行政相談 行政相談委員
（総務大臣委嘱） 奇数月第4金曜日　午後1時～3時

道路、年金、雇用
などの国の行政に
対する苦情、意見、
要望など

■相談一覧表

特
設
相
談
の
お
知
ら
せ

行
政
相
談

日
時　
５
月
24
日（
金
）午
後
１
時
～
３
時

場
所　
南
部
文
化
福
祉
会
館

人
権
相
談

日
時　

６
月
１
日（
土
）午
後
１
時
～
４
時（
午

後
３
時
ま
で
受
け
付
け
）

場
所　
町
民
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ
先

町
民
窓
口
課　
☎
内
線
２
５
４

町
民
相
談
担
当　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
７
４
）２
８
３
３

休
日
・
夜
間
救
急
診
療
体
制
が
変
わ
り
ま
す

休
日
・
夜
間
救
急
診
療
体
制
が
変
わ
り
ま
す

｢
町
民
と
町
が
協
働
す
る
ま
ち
づ
く
り｣

に
つ
い
て

身
近
な
生
活
に
係
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

｢

み
ん
な
の
協
働
事
業
提
案
制
度｣

事
前
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

期
間　
５
月
10
日（
金
）ま
で 

対
象
団
体　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体

▼
旧
み
ん
な
の
協
働
事
業
提
案
制
度
モ
デ
ル
事

業（
平
成
27
～
29
年
度
）の
事
業
実
施
団
体
で

な
い

▼
運
営
に
関
す
る
会
則
等
が
あ
り
、
適
正
な
会

計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る

▼
政
治
・
宗
教
・
営
利
活
動
を
行
っ
て
い
な
い

▼
暴
力
団
ま
た
は
そ
の
構
成
員
統
制
下
に
な
い

対
象
事
業　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業

▼
町
内
で
実
施
す
る
事
業
で
地
域
の
課
題
解
決

を
目
指
し
て
い
る

▼
具
体
的
な
効
果
、
成
果
が
期
待
で
き
る

▼
町
民
お
よ
び
町
民
活
動
団
体
と
町
の
役
割
分

担
が
明
確
か
つ
妥
当
で
、
協
働
で
実
施
す
る
こ

と
で
相
乗
効
果
が
期
待
で
き
る

▼
実
施
に
か
か
る
予
算
や
計
画
が
適
切
で
あ
る

▼
ほ
か
の
補
助
金
等
の
対
象
で
な
い

※
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
等
、
協
働
事
業
と

す
る
こ
と
が
不
適
切
な
も
の
は
対
象
外
で
す
。

補
助
金
上
限
額　
協
働
事
業
ス
タ
ー
ト（
入
門
）

支
援
５
万
円
、
協
働
事
業
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ（
発

展
）支
援
50
万
円

相
談
方
法　
協
働
文
化

推
進
課
へ
電
話
か
直

接
、
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
、
Ｅ
メ
ー
ル（
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
）で

■
問
い
合
わ
せ
先

協
働
文
化
推
進
課　
☎
内
線
２
７
1

協
働
担
当　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
７
４
）９
１
４
１

小谷地域防犯安全パト
ロールの様子
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各
自
治
会
の
活
動
を
け
ん
引
す
る
22
人
の
自

治
会
長
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

自
治
会
で
は
、
地
域
に
住
む
人
が
交
流
を

行
い
、
親
睦
を
図
り
な
が
ら
結
束
し
て
、
地

域
で
の
生
活
に
必
要
な
情
報
交
換
を
行
っ
て

令
和
元
年
度
の
自
治
会
長
が
決
ま
り
ま
し
た

い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
課
題
解
決
に
取
り

組
み
、
安
心
・
安
全
な
活
動
や
美
化
活
動
、

環
境
活
動
な
ど
を
通
し
て
、
自
主
的
、
自
発

的
に
協
働
し
て
、
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。

田端
楠谷　稔

岡田東
升水　道弘

一之宮ソフィア
猿渡　修悟

岡田もくせいハイツ
飯倉　利行

一之宮東
森　一光

岡田西
熊山　一利

中瀬
大國　一郎

県営寒川もくせいハイツ第二
竹田　智一

一之宮西
斉藤　正信

新町
石川　千秋

小動
佐藤　勲

宮山
前田　新一

上段は自治会名、下段は会長氏名（敬称略）

倉見
佐藤　壽郎

筒井
千野　修二

菅谷台
原　幹夫

小谷
千葉　保雄

新橋アパ－ト
今井　和久

宮山南部
古谷　雅洋

一之宮北
金子　巌

越の山住宅
藤岡　達雄

大曲
浜辺　謙吉

大蔵
藤井　明男

　

具
体
的
に
、
住
民
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い

活
動（
防
災
活
動
、
避
難
行
動
要
支
援
者
を
支

援
す
る
活
動
、
ご
み
集
積
所
の
管
理
と
清
掃

活
動
、
防
犯
活
動
な
ど
）、
住
民
同
士
の
交
流

を
深
め
る
た
め
の
活
動（
各
種
行
事
、
高
齢
者

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
な
ど
）を
実
施
し
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
地
域
を
住
み
や

南部地区

中部地区

北部地区
す
く
す
る
た
め
に
自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ

う
。
お
住
ま
い
の
自
治
会
が
分
か
ら
な
い
場

合
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

協
働
文
化
推
進
課　
☎
内
線
２
７
2

協
働
担
当　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
７
４
）９
１
４
１

都合により、
写真の掲載は

しておりません。
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